
お 

知 

ら 

せ

都
市
計
画
審
議
会
を

傍
聴
で
き
ま
す

男
女
平
等
推
進
審
議
会

を
傍
聴
で
き
ま
す

男
女
平
等
に
関
す
る
意

識
と
実
態
調
査
に
ご
協

力
く
だ
さ
い

建
設
業
を
営
む
方
へ

建
設
工
事
施
工
統
計
調

査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

東
立
石
四
丁
目
地
区
防

災
街
区
整
備
地
区
計
画

の
変
更（
素
案
）説
明
会

特
別
区
民
税
・
都
民
税

（
普
通
徴
収
分
）第
1
期

の
納
期
限
は
6
月
30
日

㈫
で
す

税
・
国
保
料
な
ど
の
お
支

払
い
手
続
き
は
便
利
な

口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ

ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

▼手続きのイメージ

住
宅
の
耐
震
補
助
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

平
成
26
年
度
�
飾
区

食
品
衛
生
監
視
指
導
計

画
実
施
結
果
概
要
を
公

表
し
ま
す

特
別
区（
東
京
23
区
）

職
員
Ⅲ
類（
高
卒
程
度
）・

社
会
人
経
験
者
・
Ⅰ
類

（
土
木
・
建
築
新
方
式
）

採
用
試
験

Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
関
す
る
専
門

相
談
を
実
施
し
ま
す

�������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

【
日
時
】

7
月
6
日
㈪

午
後
3
〜
5
時
（
午
後
2
時
45

分
ま
で
に
直
接
会
場
へ
）

【
会
場
】

区
役
所
7
階
会
議
室

【
案
件
】

絶
対
高
さ
高
度
地
区
の
都
市
計

画（
原
案
）に
つ
い
て

【
担
当
課
】

街
づ
く
り
調
整
課

�（
5
6
5
4
）8
3
2
8

第
5
次
男
女
平
等
推
進
計
画

の
策
定
に
向
け
て
審
議
し
ま
す
。

【
日
時
】

7
月
6
日
㈪
午
後
2
〜
4
時

【
定
員
】

20
人

【
申
込
方
法
】

6
月
25
日
㈭
午
前
9
時
か
ら

電
話
で（
先
着
順
）。

【
会
場
・
申
し
込
み
・
担
当
課
】

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
（
立

石
5‐

27‐

1
ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ

ル
内
）�（

5
6
9
8
）2
2
1
1

調
査
結
果
は
、
男
女
平
等
推

進
計
画
策
定
の
基
礎
資
料
と
し

て
利
用
し
ま
す
。
他
の
目
的
に

利
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
】

無
作
為
に
選
ん
だ
満
18
歳
以
上

の
区
民
の
方

3
千
人

【
調
査
期
間
】

6
月
25
日
㈭
〜
7
月
13
日
㈪

【
実
施
方
法
】

6
月
下
旬
に
対
象
と
な
っ
た

方
へ
調
査
票
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
記
入
の
上
、
7
月
13
日
㈪

ま
で
に
同
封
の
返
信
用
封
筒
で

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

人
権
推
進
課

�（
5
6
9
8
）2
2
1
1

調
査
結
果
は
、
国
の
政
策
の

基
礎
資
料
と
し
て
利
用
し
ま
す
。

他
の
目
的
に
利
用
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
】

建
設
業
法
に
よ
る
許
可
を
受
け

た
建
設
業
者
の
中
か
ら
、
国
土

交
通
大
臣
が
指
定
し
た
事
業
所

【
調
査
期
間
】

7
月
1
日
㈬
〜
31
日
㈮

【
実
施
方
法
】

6
月
下
旬
に
対
象
と
な
っ
た

事
業
所
へ
調
査
票
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
記
入
の
上
、
同
封
の

返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。

【
担
当
課
】

政
策
企
画
課

�（
5
6
5
4
）8
1
7
8

東
立
石
四
丁
目
地
区
の
ま
ち

づ
く
り
の
ル
ー
ル
と
な
る
地
区

計
画
の
変
更（
素
案
）に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

【
日
時
】

▽
7
月
10
日
㈮

午
後
7
時
〜
8
時
30
分

▽
7
月
11
日
㈯

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

直
接
会
場
へ
。
両
日
と
も
同

じ
内
容
で
す
。

【
会
場
】

東
立
石
地
区
セ
ン
タ
ー

（
東
立
石
2‐

15‐

7
）

【
対
象
】

東
立
石
四
丁
目
地
区
に
お
住
ま

い
の
方
、
事
業
を
営
ん
で
い
る

方
、
土
地
や
建
物
を
お
持
ち
の

方【担
当
課
】

街
づ
く
り
推
進
課

�（
5
6
5
4
）8
3
4
5

金
融
機
関
・
郵
便
局
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
）・
税
務
課
（
区
役

所
3
階
3
2
1
番
）・
区
民
事

務
所
・
区
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ

ー
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

・
モ
バ
イ
ル
レ
ジ
で
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

【
担
当
課
】

税
務
課

�（
5
6
5
4
）8
2
0
1

口
座
名
義
人
ご
本
人
が
キ
ャ

ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
お
持
ち
い
た

だ
く
と
、
区
役
所
や
区
民
事
務

所
の
窓
口
で
簡
単
に
口
座
振
替

の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。
印
鑑

は
不
要
で
、
口
座
振
替
依
頼
書

よ
り
も
早
く
口
座
振
替
を
開
始

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

収
納
対
策
課

�（
5
6
5
4
）8
1
8
3

昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に

建
築
さ
れ
た
住
宅
の
耐
震
化
や

建
て
替
え
な
ど
を
す
る
方
を
対

象
と
し
た
、
各
種
補
助
制
度
が

あ
り
ま
す
。

補
助
に
は
条
件
が
あ
る
た
め
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
担
当
課
】

建
築
課

�（
5
6
5
4
）8
5
5
2

食
品
衛
生
法
に
基
づ
き
、
食

の
安
全
安
心
を
確
保
す
る
た
め

に
行
っ
た
監
視
指
導
結
果
の
概

要
で
す
。

【
閲
覧
期
間
】

6
月
25
日
㈭
〜
7
月
31
日
㈮

【
閲
覧
場
所
】

区
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
区
役
所

3
階
3
0
4
番
）・
保
健
所（
青

戸
4‐

15‐

14
健
康
プ
ラ
ザ
か

つ
し
か
内
）・
保
健
セ
ン
タ
ー

・
区
民
事
務
所

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご

覧
に
な
れ
ま
す
。

【
担
当
課
】

生
活
衛
生
課

�（
3
6
0
2
）1
2
4
2

採
用
予
定
数
、
受
験
資
格
な

ど
、
詳
し
く
は
試
験
・
選
考
案

内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
試
験
日
程
】

▽
第
1
次
試
験

経
験
者
・
Ⅰ
類
（
土
木
・
建
築

新
方
式
）
／
9
月
6
日
㈰

Ⅲ
類
／
9
月
13
日
㈰

試
験
案
内
を
郵
送
で
請
求
す

る
場
合
は
、
返
信
用
封
筒
（
角

型
2
号
の
封
筒
に
1
2
0
円
切

手（
経
験
者
は
1
4
0
円
）を
貼

付
。
宛
先
記
入
）を
同
封
し「
Ⅲ

類
申
込
書
請
求
」・「
社
会
人
経

験
者
申
込
書
請
求
」・「
Ⅰ
類
申

込
書
請
求
」
の
い
ず
れ
か
を
朱

書
き
し
、
特
別
区
人
事
委
員
会

事
務
局
任
用
課
へ
送
付
し
て
く

だ
さ
い
。

【
試
験
・
選
考
案
内
配
布
場
所
】

人
材
育
成
課
（
立
石
5‐

27‐

1
ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル
内
）・
人

事
課
・
区
民
事
務
所
・
区
民
サ

ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
・
図
書
館
・

学
び
交
流
館
・
特
別
区
人
事
委

員
会
事
務
局
任
用
課

【
申
込
方
法
・
期
間
】

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

特
別
区
人
事
委
員
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://www.tokyo

23city.or.jp/saiyou- siken.
htm

）か
ら
、
7
月
24
日
㈮（
受

信
有
効
）ま
で
。

▽
郵
送

7
月
22
日
㈬（
消
印
有
効
）ま
で
。

【
受
験
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

〒
102‐

0072
千
代
田
区
飯
田
橋
3

‐

5‐

1
特
別
区
人
事
委
員
会

事
務
局
任
用
課

�（
5
2
1
0
）9
7
8
7

【
担
当
課
】

人
材
育
成
課

Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
に
お
い
て
、

専
門
的
な
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が

必
要
な
分
野
の
専
門
相
談
会
を

実
施
し
ま
す
。

【
日
時
・
定
員
】

毎
月
第
1
〜
4
金
曜
日
、
午
後

1
〜
5
時
（
1
回
1
時
間
程
度
。

1
日
4
件
ま
で
）

【
会
場
】

立
石
地
区
セ
ン
タ
ー
別
館
（
立

石
3‐

12‐

1
）

【
対
象
】

区
内
で
活
動
す
る
地
域
貢
献
活

動
団
体
か
個
人
の
方

【
相
談
内
容
】

▽
第
1
金
曜
日
／
司
法
書
士
に

よ
る
法
務
、
法
人
設
立
に
関
す

る
手
続
き
な
ど

▽
第
2
金
曜
日
／
税
理
士
に
よ

る
法
人
の
税
に
関
す
る
こ
と
、

収
益
事
業
の
取
扱
い
、
税
務
署

の
申
告
な
ど

▽
第
3
金
曜
日
／
社
会
保
険
労

務
士
に
よ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
労
務
管

理
、
社
会
保
険
の
加
入
に
つ
い

て
な
ど

▽
第
4
金
曜
日
／
弁
護
士
に
よ

る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
法
律
の
諸
問
題
、

権
利
と
財
産
、
助
成
金
の
取
り

扱
い
な
ど

【
申
込
方
法
】

電
話
か
フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー
ル

（
相
談
内
容
・
住
所
・
氏
名
・
電

話
番
号
を
記
入
）で（
先
着
順
）。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

地
域
貢
献
活
動
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク

�（
5
6
7
0
）7
2
5
1

�（
5
6
7
0
）7
2
5
2

chisapo@
katsushika- sha

kyo.com

【
担
当
課
】

地
域
振
興
課

お
わ
び
と
訂
正

6
月
15
日
号
6
面
区
民
の
ひ

ろ
ば
の
催
し
物
に
掲
載
の
「
社

交
ダ
ン
ス
無
料
講
習
会
（
初

級
）」の
会
場
に
誤
り
が
ご
ざ
い

ま
し
た
。

正

新
小
岩
北
地
区
セ
ン
タ
ー

誤

新
小
岩
地
区
セ
ン
タ
ー

お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

【
担
当
課
】

広
報
課

�（
5
6
5
4
）8
1
1
6

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

平成27年（2015年）6月25日 No.1627

紙面上では市外局番03の表記を省略しています。
（３）




